
2008 年版 真島のまるわかり社労士 
【法改正による修正・ 正誤のお知らせ】（更新版） 

 
※平成 20 年 6 月 2 日版の【法改正による修正・ 正誤のお知らせ】の P403 の記述に誤りが

ありましたので、本更新版の ※ 印の欄の通り修正いたしました。 
 

平成 20 年 6 月 9日    
㈱住宅新報社 法律・資格図書編集部 

TEL.03-3504-0361 
    

【法改正による修正】 上記書籍に以下のような法改正による修正が生じましたので、お知
らせいたします。なお、今年度の試験は、平成 20 年 4 月 11 日現在施行の法令等に基づい
出題されます。また、試験は、平成 20 年 8 月 24 日（日）に実施されます。  て 

ページ・位置 改正前 改正後 

P23 
上 14 行目～ 

② １年超継続勤務した労働者… 
② 契約を 3回以上更新又は１年超
継続勤務した労働者… 

P23 
上 17 行目～ 

③ 使用者は、有期労働契約（１年
超継続勤務している… 

③ 使用者は、有期労働契約（契約
を 3 回以上更新又は１年超継続
勤務している… 

P98 
下 7 行目～ 

④病院等で診察を受けること等 
④病院等で診察を受けること等 
⑤要介護状態の配偶者等を継続し
て又は反復して行う介護 

P108 表 

表を下記のように修正 
 支給事由が 

生じた月(※2) 
翌月以降 

① 介護に要する費用を支
出して介護を受けた日があ
る場合（③の場合を除く） 

実費支給 
（上限 
104,960 円） 

実費支給 
（上限 
104,960 円） 

② 費用を支出
して介護を受
けた日がない 

支給しない 56,930 円 
（定額支給） 

親族等に
よる介護
を受けた
日がある ③ 介護に要す

る費用として
支出された額
が 56,930 円 

実費支給 56,930 円 
（定額支給） 

 

P108 欄外 
上 26 行目～ 

①104,590 円⇒52,300 円とした額 ①104,960 円⇒52,480 円とした額 

P108 欄外 
上 28 行目～ 

②56,710 円⇒28,360 円とした額 ②56,930 円⇒28,470 円とした額 

P139 
上 11 行目 

特定受給資格者となるとき 
特定受給資格者（P146⑭に該当す
る場合を除く）となるとき 

(2774) 
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P139 
上 13 行目～ 

特定受給資格者となるとき 
特定受給資格者（P146⑭に該当す
る場合を除く）となるとき 

P161 表 
失業の認定及び
支給／普通給付
の欄 
上 5行目～ 

その者の選択する公共職業安定所
に出頭し、… 

その者の選択する公共職業安定所
（厚生労働省職業安定局長が定め
る者にあっては、厚生労働省職業
安定局長の定める公共職業安定
所）に出頭し、… 

P175 欄外 
上 15 行目～ 

②雇用環境整備助成金、がある。 
②70歳定年引上げ等モデル企業助
成金、③中小企業高年齢者雇用確
保実現奨励金、がある。 

P218 欄外 
下 8行目～ 

へき地にある病院等の… へき地等にある病院等の… 

P222 表 
派遣先事業主 
の欄 
上 3行目～ 

…が 5 人を超えないとき、又は労
働者派遣期間が１日を超えないと
き選任を要しない（H7） 

…が 5 人を超えないとき、選任を
要しない（H7） 

P285 下の表 
②／負担割合 
の欄 

100 分の 20 
100 分の 20 

（平成 20 年度は 100 分の 10） 

P293 欄外 
上 14 行目～ 

（高齢受給者は 2割又は 3割） 
（高齢受給者は 2割（平成 20 年度
は 1割）又は 3割） 

P300 表 
③／給付割合 
の欄 

100 分の 80 
100 分の 80 

（平成 20 年度は 100 分の 90） 

P300 表 
③／負担割合 
の欄 

100 分の 20 
100 分の 20 

（平成 20 年度は 100 分の 10） 

P300 
下 2 行目～ 

給付割合は 100 分の 80 である。 
給付割合は 100 分の 80（平成 20
年度は 100 分の 90）である。 

P302 表 
一般／外来 
の欄 

12,000 円 
24,600 円（平成 20 年度は 12,000
円） 

P302 表 
一般／世帯合算
（入院） 
の欄 

44,400 円 
62,100 円（平成 20 年度は 44,400
円） 
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P304 
表の上 
下 4行目 

★以下、本書執筆時点における政
令案に基づくものである。 

削除 

P304 
表の上 
下 3行目～ 

自己負担額の年間合計額が下表の
限度額（未確定）を超える場合、
… 

自己負担額の年間（8月～翌年 7
月、平成 20 年度は平成 20 年 4 月
～平成 21 年 7 月）合計額が下表の
限度額（原則）を超える場合、… 

P304 表 
一般／70 歳以
上 75 歳未満 
の欄 

62 万円 62 万円（56 万円） 

P304 欄外 
最下段 
 

下記の文章を加える 
参考平成 20 年度の限度額は、右表の額の 3分の 4相当額となる。 

P310 欄外 
上 24 行目～ 

政府管掌健康保険の介護保険料率
＝1000 分の 12.3 

政府管掌健康保険の介護保険料率
＝1000 分の 11.3 

P340  
上 1 行目 

物価スライド特例措置による平成
19 年度価額 

物価スライド特例措置による平成
20 年度価額 

P342 欄外  
上 3 行目～ 

⇒平成 19 年度の改定率 ⇒平成 20 年度の改定率 

P343  
上 13 行目 

（平成 19 年度価額） （平成 20 年度価額） 

P351  
上 9 行目 

（平成 19 年度価額） （平成 20 年度価額） 

P355  
上 1 行目 

（平成 19 年度価額） （平成 20 年度価額） 

P360  
下 11 行目 

基準月が平成 19 年度に… 基準月が平成 20 年度に… 

P360 表 

下記のように修正 
対象月数（※） 金額（H16） 

6 月以上 12 月未満 43,230 円 
12 月以上 18 月未満 86,460 円 
18 月以上 24 月未満 129,690 円 
24 月以上 30 月未満 172,920 円 
30 月以上 36 月未満 216,150 円 

36 月以上 259,380 円  

P363  
下 1 行目 

平成19年度の保険料額＝14,100円 平成 20年度の保険料額＝14,410円 
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P363 欄外 
下 15 行目～ 

平成19年度における保険料改定率
は、0.997 とする。 

平成 20 年度における保険料改定率
は、0.999とする。 

※ P403  
上 9 行目～ 

（平成 19 年度：0.997） （平成 20 年度：0.997） 

P406 欄外 
下 11 行目～ 

平成 19 年度の従前額改定率は… 平成 20 年度の従前額改定率は… 

P414 欄外 
上 23 行目～ 

⇒平成 19 年度価額：48 万円 ⇒平成 20 年度価額：48 万円 

P414 欄外 
上 31 行目～ 

⇒平成 19 年度価額：28 万円 ⇒平成 20 年度価額：28 万円 

P420 欄外 
上 16 行目～ 

⇒平成 19 年度価額：48 万円 ⇒平成 20 年度価額：48 万円 

P423  
下 6 行目 

（平成 19 年度価額 594,200 円） （平成 20 年度価額 594,200 円） 

P423  
下 1 行目 

（平成 19 年度価額） （平成 20 年度価額） 

P430  
上 13 行目 

（平成 19 年度価額⇒原則は…） （平成 20 年度価額⇒原則は…） 

P440 欄外 
上 1行目～ 

Point 請求期限は、定められてい
ない。 

削除 

P459 下の表 
③の欄 

下記のように修正 

③ 70 歳以上の被保険者 
10 分の 2 

（平成20年度は10分の1）  

P478 
上 5 行目～ 

費用の 2割又は 3割を負担 
費用の 2割（平成 20 年度は 1 割）
又は 3割を負担 

P478 欄外 
下 12 行目 

1000 分の 14.3 1000 分の 13.1 

 
 
【正 誤】  本書籍に以下のような記述の誤りがありました。記述の誤りにつきまして、謹
んでお詫び申し上げます。 

ページ・位置 誤 正 

P290 欄外 
上 16 行目 

100 分の 80 100 分の 70 

P470 
下 3 行目～ 

要介護状態区分の… 要介護状態区分（※）の… 

 


